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１

令和５年度は、第１４次鉱業労働災害防⽌計画（計画期間︓令和５年度から９年度
までの５年間）の初年度であり、当部は本計画の主旨を踏まえ、次の基本的な考え⽅のもと
取り組むこととなった。
（1）効果的・効率的な⽴⼊検査の実施による鉱⼭保安法令の遵守徹底

（2）鉱⼭保安マネジメントシステムの活動の⽀援による保安レベルの向上

（3）災害等保安情報の提供及び九州地⽅鉱⼭保安表彰等を通じた保安意識の⾼揚

（4）鉱業関係団体、地区保安対策協議会との連携等による保安レベルの底上げ

１．基本的な考え⽅



２

鉱⼭災害の撲滅を最終⽬標とするが、平成30年から令和４年12⽉末の災害実績を踏まえ、
第14次鉱業労働災害防⽌計画期間（令和５年度〜９年度）及び令和５年（暦年）の
当部の災害⽬標は次のとおり。

（1）第１４次鉱業労働災害防⽌計画期間（令和５年度〜９年度）の当部の⽬標
① 死亡者数 ０名
② 罹災者数（災害全体）

第13次期間の⽬標値と同値とし、第14次期間中の罹災者数を５名以下
③ 罹災者数（重傷災害）

第13次期間の⽬標値と同値とし、第14次期間中の重傷災害の罹災者数を４名以下

（2）令和５年の当部の⽬標
① 死亡者数 ０名
② 罹災者数（災害全体）１名以下
③ 罹災者数（重症災害）１名以下

２．災害撲滅のための⽬標



３

⽴⼊検査においては次の検査を⾏うこととする。また、災害が発⽣した場合は特別検査等を
⾏い、再発防⽌を図る。
なお、不測の事態に対応できるよう、令和３年度から実施している「⽴⼊検査を代替・補完
するリモートでの保安確認調査」を発展・活⽤し、効果的な保安確保に努める。

(1) 保安検査
鉱⼭を対象に、⾃主保安体制や保安規程及び鉱業上使⽤する⼯作物等の技術基準遵守
状況を確認する検査を計画的に実施し、鉱⼭保安法令の遵守徹底を図る。
なお、実施にあたっては、次の事項を検査重点項⽬として継続して実施する。
① 墜落災害防⽌（⼈、重機等の転落災害防⽌を含む）
② ⽕災防⽌

(2）鉱害等検査、その他検査
対象鉱⼭に対し、坑廃⽔の採⽔・分析、騒⾳・振動の測定、作業環境の粉じん濃度測定等
を実施し、各基準の遵守状況を確認する。
なお、必要に応じて、その他検査を実施し、施設の保守管理状況等を確認する。
また、検査にあたっては、次の事項を重点項⽬として実施する。
① 坑廃⽔処理施設の⽼朽化対策、異常気象に対する対策

３．⽴⼊検査



４

鉱⼭保安マネジメントシステムの活動について、次のとおり助⾔、⽀援を⾏う。

(1)リスクアセスメント（現況調査）の充実のための⽀援
鉱⼭保安マネジメントシステムの根幹であるリスクアセスメントの充実のため、保安検査等に

おいて、施業案変更時等における現況調査の実施状況について確認するとともに、特に中⼩
零細鉱⼭の理解度向上を⽬指し、鉱⼭の状況に応じたきめ細かい助⾔を⾏う。

(2)マネジメントシステム活動のための⽀援
継続的な保安⽔準の向上を図り、地区保安対策協議会やメールマガジン、保安検査等を

通じて、鉱⼭保安マネジメントシステムの⾃⼰評価結果を踏まえ、特に中⼩零細鉱⼭の理解度
向上を⽬指し、鉱⼭の実態に合った助⾔等を⾏い、鉱⼭保安マネジメントシステム活動を⽀援
する。

４．鉱⼭保安マネジメントシステムの活動への⽀援



５

(1) 広報
令和５年度の当部の取り組みの概要、保安統括者会議、鉱⼭保安表彰、全国鉱⼭

保安週間及び地⽅鉱⼭保安協議会等について、ホームページ、メールマガジン、ツイッター、
プレス発表により広報を⾏う。災害⽉報をはじめとする保安ネットの活⽤推進についても引き
続き情報提供を⾏う。
また、災害等情報の⽔平展開を実施するとともに、鉱⼭への調査、アンケートを実施し、

それらの結果を分析して、必要に応じて情報提供を⾏う。

(2) 関係団体との連携
関係団体と連絡を密にし、次の取り組みを⾏う。
① 九州地⽅鉱⼭保安表彰
② 全国鉱⼭保安週間（７⽉１⽇〜７⽇）における保安ポスターの鉱⼭、関係団体

への配布、保安標語表彰及び保安講話
③ 関係団体及び地区保安対策協議会に対する保安に関する情報の提供及び地域

単位での情報交換の促進による中⼩零細規模鉱⼭の保安レベルの向上

５．その他


